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(57)【要約】
【課題】複数のセルのセル電圧を均等化する際に基準と
する閾値を事後的に調整し得る均等化制御装置を提供す
る。
【解決手段】均等化制御装置１０は、複数のセル２１，
２２，２３，２４における各々のセル電圧を個別に検出
する電圧検出部４０と、各々を個別に放電させる個別放
電部５１，５２，５３，５４と、電圧検出部４０で検出
されたセル電圧と比較する基準値となる閾値を、更新可
能に設定する設定部６４と、個別放電部５１，５２，５
３，５４を制御する制御部６２とを有する。制御部６２
は、電圧検出部４０で検出された各々のセル電圧と設定
部６４で設定された閾値とを比較し、セル電圧が閾値よ
りも大きい放電対象セルを選択的に放電させるように制
御を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルを備えた車載用蓄電部のセル電圧を均等化する均等化制御装置であって、
　各々の前記セルのセル電圧を個別に検出する電圧検出部と、
　各々の前記セルを個別に放電させる個別放電部と、
　前記電圧検出部で検出されたセル電圧と比較する基準値となる閾値を、更新可能に設定
する設定部と、
　前記電圧検出部で検出された各々の前記セルのセル電圧と前記設定部で設定された前記
閾値とを比較し、複数の前記セルの中でセル電圧が前記閾値よりも大きい放電対象セルを
選択的に放電させるように前記個別放電部を制御する制御部と、
を有する均等化制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記個別放電部に前記放電対象セルの放電を開始させた後、前記放電対
象セルの放電中に前記放電対象セルのセル電圧を前記閾値よりも小さい第２閾値と比較し
、前記放電対象セルのセル電圧が前記第２閾値に達した場合に、前記個別放電部に前記放
電対象セルの放電を停止させる請求項１に記載の均等化制御装置。
【請求項３】
　前記車載用蓄電部を充電する充電回路部と、
　前記充電回路部からの出力電流を検出する電流検出部と、
を有し、
　前記制御部は、前記車載用蓄電部の出力電圧が充電目標電圧となるように前記充電回路
部の充電動作を制御し、前記充電動作の制御中に前記電流検出部によって検出される電流
が所定値以下となった後、各々の前記セルのセル電圧を前記閾値とを比較し、前記放電対
象セルが検出された場合に、前記個別放電部に当該放電対象セルの放電を行わせる請求項
１又は請求項２に記載の均等化制御装置。
【請求項４】
　前記車載用蓄電部を放電させる放電回路部を備え、
　前記制御部は、前記車載用蓄電部の出力電圧が放電目標電圧となるように前記放電回路
部を制御し、前記車載用蓄電部の出力電圧が前記放電目標電圧に達した後、前記放電回路
部の放電動作を停止させ、停止後に、各々の前記セルのセル電圧を前記閾値とを比較し、
前記放電対象セルが検出された場合に、前記個別放電部に当該放電対象セルの放電を行わ
せる請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の均等化制御装置。
【請求項５】
　前記車載用蓄電部の温度を検出する温度検出部を備え、
　前記設定部は、前記温度検出部によって検出された温度が高くなるほど前記閾値を小さ
くするように設定する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の均等化制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の均等化制御装置と、前記車載用蓄電部と
を含む車載用電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、均等化制御装置及び車載用電源装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両では、メイン電源やバックアップ電源などの用途として蓄電装置が搭載される。例
えば、電気二重層コンデンサは、高い静電容量を有し、充放電サイクル特性にも優れるた
め、車載用バックアップ電源などのバッテリに用いられている。このような電気二重層コ
ンデンサを、より大きな電流を供給する用途で使用する場合、複数の電気二重層コンデン
サセルを直列に接続したモジュールとして使用されることが一般的である。
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【０００３】
　しかし、このようなモジュールにおいて充放電を行うと、各セルの静電容量や漏れ抵抗
などの特性ばらつきなどに起因して、各セルの端子間電圧に差が生じてしまうことになる
。そのため、例えば、特許文献１の均等充電装置では、所定の電圧（基準電圧）を超える
セルに対して放電を行うことで、各セルの電圧を均等化させるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２５１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の均等充電装置が備える均等化手段は、均等化電圧となる定電圧（基準電圧
）を発生させるために各セルに対応する定電圧ダイオードを備える構成である。この構成
では、各セルの基準電圧や電圧比較回路をアナログ回路で生成しているためばらつきが大
きく、しかも基準電圧が一定の値に固定化されてしまうという問題がある。このような構
成では、製造ばらつき等に起因して基準電圧が所望の値からずれていたり、或いは、温度
変化によって基準電圧を変更すべき事情が生じたとしても、事後的に基準電圧を調整する
ことができない。
【０００６】
　本発明は上記した事情に基づいてなされたものであり、複数のセルのセル電圧を均等化
する際に基準とする閾値を事後的に調整し得る均等化制御装置又は車載用電源装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様の均等化制御装置は、
　複数のセルを備えた車載用蓄電部のセル電圧を均等化する均等化制御装置であって、
　各々の前記セルのセル電圧を個別に検出する電圧検出部と、
　各々の前記セルを個別に放電させる個別放電部と、
　前記電圧検出部で検出されたセル電圧と比較する基準値となる閾値を、更新可能に設定
する設定部と、
　前記電圧検出部で検出された各々の前記セルのセル電圧と前記設定部で設定された前記
閾値とを比較し、複数の前記セルの中でセル電圧が前記閾値よりも大きい放電対象セルを
選択的に放電させるように前記個別放電部を制御する制御部と、
を有する。
【０００８】
　本発明の第２態様の車載用電源装置は、上記均等化制御装置と上記車載用蓄電部とを含
む。
【発明の効果】
【０００９】
　第１態様の均等化制御装置は、車載用蓄電部を構成する複数のセルの中にセル電圧が閾
値よりも大きい放電対象セルが存在する場合に、この放電対象セルを選択的に放電させ、
セル電圧の均等化を図ることができる。しかも、複数のセルのセル電圧を均等化する際に
基準となる閾値は、設定部によって更新可能に設定されるため、事後的に閾値を調整する
ことが可能となる。
【００１０】
　第２態様の車載用電源装置は、第１態様の均等化制御装置と同様の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施例１の均等化制御装置を備えた車載用電源システムを概略的に例示
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するブロック図である。
【図２】図２は、充放電回路部及びその周辺構成を概略的に例示するブロック図である。
【図３】図３は、図１の均等化制御装置における充電時の制御の流れを例示するフローチ
ャートである。
【図４】図４は、図１の均等化制御装置における充電時の動作シーケンスを概略的に例示
するタイミングチャートである。
【図５】図５は、図１の均等化制御装置における放電時の制御の流れを例示するフローチ
ャートである。
【図６】図６は、図１の均等化制御装置における放電時の動作シーケンスを概略的に例示
するタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ここで、本発明の望ましい例を示す。
【００１３】
　制御部は、個別放電部に放電対象セルの放電を開始させた後、放電対象セルの放電中に
放電対象セルのセル電圧を閾値よりも小さい第２閾値と比較し、放電対象セルのセル電圧
が第２閾値に達した場合に、個別放電部に放電対象セルの放電を停止させる構成であって
もよい。
【００１４】
　この均等化制御装置は、放電対象セルの放電開始後、この放電対象セルのセル電圧が第
２閾値に達した場合に放電動作を確実に停止することができ、放電対象セルのセル電圧を
第２閾値に近い値に高精度に合わせることができる。
【００１５】
　制御部は、個別放電部に放電対象セルの放電を開始させた後、所定時間が経過した場合
、個別放電部に放電対象セルの放電を停止させる構成であってもよい。
【００１６】
　この均等化制御装置は、セル電圧が閾値よりも大きい放電対象セルを放電させる場合に
、所定時間の放電で低下する程度に合わせることができる。
【００１７】
　車載用蓄電部を充電する充電回路部と、充電回路部からの出力電流を検出する電流検出
部と、を有し、制御部は、車載用蓄電部の出力電圧が充電目標電圧となるように充電回路
部の充電動作を制御し、充電動作の制御中に電流検出部によって検出される電流が所定値
以下となった後、各々のセルのセル電圧を閾値とを比較し、放電対象セルが検出された場
合に、個別放電部に当該放電対象セルの放電を行わせる構成であってもよい。
【００１８】
　この均等化制御装置は、車載用蓄電部の出力電圧を充電目標電圧に近づけるように充電
することができ、車載用蓄電部の出力電圧を充電目標電圧に近づける制御がなされた状況
下で、車載用蓄電部を構成する全てのセルが閾値以下となるように均等化させることがで
きる。
【００１９】
　車載用蓄電部を放電させる放電回路部を備え、制御部は、車載用蓄電部の出力電圧が放
電目標電圧となるように放電回路部を制御し、車載用蓄電部の出力電圧が放電目標電圧に
達した後、放電回路部の放電動作を停止させ、停止後に、各々のセルのセル電圧を閾値と
を比較し、放電対象セルが検出された場合に、個別放電部に当該放電対象セルの放電を行
わせる構成であってもよい。
【００２０】
　この均等化制御装置は、車載用蓄電部の出力電圧が所望の放電目標電圧となるように放
電回路部によって放電することができる。そして、このように車載用蓄電部の出力電圧を
放電目標電圧に近づけた上で、車載用蓄電部を構成する全てのセルが閾値以下となるよう
に均等化させることができる。
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【００２１】
　車載用蓄電部の温度を検出する温度検出部を備え、設定部は、温度検出部によって検出
された温度が高くなるほど閾値を小さくするように設定する構成であってもよい。
【００２２】
　この均等化制御装置は、均等化する際に基準とする閾値を温度に合わせて事後的に適正
化することができる。
【００２３】
　＜実施例１＞
　以下、本発明を具体化した実施例１について説明する。
　図１で示す車載用電源システム１００は、第１電源部としての車載用バッテリ１１０と
、第２電源部としての車載用蓄電部２０とを備え、車載用蓄電部２０は、車載用電源装置
１の一部をなす。車載用バッテリ１１０は、例えば、鉛バッテリとして構成されていても
よく、その他の公知の蓄電手段によって構成されていてもよい。
【００２４】
　車載用電源装置１は、車載用蓄電部２０と均等化制御装置１０とを備え、車載用蓄電部
２０を充放電し得る装置として構成されている。
【００２５】
　車載用蓄電部２０は、電気二重層コンデンサとして構成される複数のセル２１，２２，
２３，２４が直列に接続されたモジュールとして構成されている。具体的には、セル２１
、セル２２、セル２３、セル２４の順に高電位側から低電位側に位置するように設けられ
ている。また、セル２１の高電位側電極は、充放電回路部３０に電気的に接続され、セル
２４の低電位側電極はグラウンドに電気的に接続されている。
【００２６】
　均等化制御装置１０は、複数のセル２１，２２，２３，２４を備えた車載用蓄電部２０
のセル電圧を均等化し得る装置として構成されている。セル電圧とは、複数のセル２１，
２２，２３，２４における各セルの端子間電圧であり、均等化制御装置１０は、各セルの
端子間電圧のばらつきを小さくするように制御を行い得る。具体的には、均等化制御装置
１０は、車載用蓄電部２０を構成するセル２１，２２，２３，２４の各々のセル電圧（端
子間電圧）と基準電圧とを比較し、基準電圧を超えるセルを放電対象セルとして個別に放
電させ得る。このような放電対象セルの放電により、複数のセル２１，２２，２３，２４
のセル電圧を均等化する。
【００２７】
　均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０を充電又は放電する充放電回路部３０と、複
数のセル２１，２２，２３，２４の各セル電圧を検出する電圧検出部４０と、セル２１，
２２，２３，２４を個別に放電させる個別放電部５１，５２，５３，５４と、個別放電部
５１，５２，５３，５４を制御し得る制御回路６０と、充放電回路部３０の出力電流を検
出する電流検出部７０と、車載用蓄電部２０の温度を検出する温度検出部８０とを備える
。
【００２８】
　図２のように、充放電回路部３０は、充電回路部３４と放電回路部３６とを備え、車載
用蓄電部２０を充電又は放電するように動作し得る。充電回路部３４は、制御回路６０の
制御に応じて充電電流を供給する充電動作を行い、セル２１，２２，２３，２４を一括し
て充電するように機能する。充電回路部３４は、定電流回路や定電圧回路などによって公
知の充電回路として構成されている。放電回路部３６は、制御回路６０の制御に応じて放
電動作を行い、セル２１，２２，２３，２４を一括して放電するように機能する。放電回
路部３６は、抵抗及びスイッチなどを有する公知の放電回路として構成されており、制御
回路６０から放電指示がなされているときに車載用蓄電部２０から放電電流を流すように
放電動作を行い、制御回路６０から放電停止指示がなされているときには車載用蓄電部２
０から放電電流を流さないように通電を遮断する。
【００２９】
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　電圧検出部４０は、セル２１，２２，２３，２４の各セル電圧（各セルの端子間電圧）
を個別に検出するように機能する。この電圧検出部４０は、セル２１，２２，２３，２４
の中からセル電圧を検出するセルを選択するセレクタ４２と、このセレクタ４２によって
選択されたセルのセル電圧を測定する電圧測定部４４と、を備えている。セレクタ４２は
、公知のセレクタとして構成され、複数のセル２１，２２，２３，２４の中からセル電圧
を読み出す対象を選択するように動作する。セレクタ４２は、制御回路６０から与えられ
る制御信号（切替信号）に応じて読み出し対象のセルを切り替え、具体的には、選択され
たセルの各端子に接続されたそれぞれの導電路を各入力線４３Ａ，４３Ｂにそれぞれ接続
するように切り替えを行う。電圧測定部４４は、セレクタ４２によって選択されたセルの
端子間電圧（具体的には、入力線４３Ａ，４３Ｂの電位差）を測定し、選択されたセルの
端子間電圧を示す検出値を制御回路６０に入力する。具体的には、制御回路６０から切替
信号が与えられる毎に、セル２１，２２，２３，２４の順でセルが選択され、セル２１，
２２，２３，２４の各セル電圧を示す検出値が電圧測定部４４によって順番に制御回路６
０に入力される。
【００３０】
　個別放電部５１，５２，５３，５４は、複数のセル２１，２２，２３，２４の各々を個
別に放電させ得る回路である。個別放電部５１，５２，５３，５４はそれぞれ、セル２１
，２２，２３，２４が蓄えた電力を放出するように機能し、抵抗及びスイッチなどを有す
る公知の放電回路として構成されている。具体的には、個別放電部５１，５２，５３，５
４は、個別放電部５１、個別放電部５２、個別放電部５３、個別放電部５４の順に高電位
側から低電位側に位置するように直列に接続されている。セル２１に対応する個別放電部
５１はセル２１と並列に接続され、制御回路６０からの放電指示に応じてセル２１を選択
的に放電させ得る。セル２２に対応する個別放電部５２はセル２２と並列に接続され、制
御回路６０からの放電指示に応じてセル２２を選択的に放電させ得る。セル２３に対応す
る個別放電部５３はセル２３と並列に接続され、制御回路６０からの放電指示に応じてセ
ル２３を選択的に放電させ得る。セル２４に対応する個別放電部５４はセル２４と並列に
接続され、制御回路６０からの放電指示に応じてセル２４を選択的に放電させ得る。
【００３１】
　制御回路６０は、均等化制御装置１０の全体的な制御を行うものである。制御回路６０
は、ＣＰＵ或いはマイクロコンピュータ等によって構成されていてもよく、ハードウェア
回路によって構成されていてもよい。制御回路６０は、制御部６２として機能する部分と
、設定部６４として機能する部分とを有する。
【００３２】
　制御部６２は、充放電回路部３０に対して充電を指示する制御又は放電を指示する制御
を行い得る。制御部６２は、セレクタ４２に対して切替信号（セル２１，２２，２３，２
４の中から選択するセルを切り替える信号）を送信することでセレクタ４２にいずれかの
セルを選択させる制御を行い、セレクタ４２によって選択されたセルのセル電圧（端子間
電圧）を示す値を電圧測定部４４から取得するように動作し得る。更に、制御部６２は、
セル２１，２２，２３，２４の各セル電圧と設定部６４で設定された第１閾値とを比較し
、セル電圧が第１閾値よりも大きいセル（放電対象セル）については、個別放電部５１，
５２，５３，５４のうちの当該放電対象セルに対応する回路に対して当該放電対象セルを
放電させるように放電指示を与える。
【００３３】
　設定部６４は、例えば、公知の記憶手段によって構成されており、電圧検出部４０で検
出されたセル電圧と比較する基準値となる第１閾値を、更新可能に設定する。設定部６４
に記憶された値は、制御部６２の制御によって更新され得る。制御部６２は、例えば、外
部から更新データが入力されることに応じて第１閾値を更新データが示す値に更新しても
よい。或いは、制御部６２は、設定部６４に設定される第１閾値を、温度検出部８０が検
出した温度に応じた値に更新するように動作してもよい。なお、本構成では、例えば、図
３、図４で示す充電時制御で用いられる第１閾値と、図５、図６で示す放電時制御で用い
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られる第１閾値とが異なる値となっており、設定部６４には、それぞれの第１閾値が更新
可能に設定されている。また、本構成では、例えば、図３、図４で示す充電時制御で用い
られる第２閾値と、図５、図６で示す放電時制御で用いられる第２閾値とが異なる値とな
っており、設定部６４には、それぞれの第２閾値についても更新可能に設定されている。
【００３４】
　電流検出部７０は、公知の電流センサによって構成されており、充放電回路部３０から
車載用蓄電部２０に与えられる充電電流を検出し得る。この電流検出部７０は、充放電回
路部３０と車載用蓄電部２０との間の導電路を流れる電流に応じた値（検出値）を制御部
６２に与える。
【００３５】
　温度検出部８０は、公知の温度センサとして構成されており、車載用蓄電部２０の温度
を検出し得る。温度検出部８０は、車載用蓄電部２０を構成するいずれかのセルに接触す
るように配置されていてもよく、セルに接触せずに近接して配置されていてもよい。温度
検出部８０は、検出位置の温度（車載用蓄電部２０の表面温度又は近傍温度）に応じた値
（検出値）を制御部６２に与える。
【００３６】
　このように構成された均等化制御装置１０は、均等化制御を行うべき時期に電圧検出部
４０によって複数のセル２１，２２，２３，２４の各セル電圧を検出するように動作する
。そして、電圧検出部４０で検出された各々のセル２１，２２，２３，２４のセル電圧と
設定部６４で設定された第１閾値とを比較し、複数のセル２１，２２，２３，２４の中で
セル電圧が第１閾値よりも大きい放電対象セル２１，２２，２３，２４を選択的に放電さ
せるように個別放電部５１，５２，５３，５４を制御する。以下の説明では、このような
均等化制御の具体的内容を詳述する。
【００３７】
　まず、均等化制御の一例として、車載用蓄電部２０の充電時の均等化制御について図３
、図４などを参照しつつ説明する。
【００３８】
　制御部６２は、所定の充電条件の成立時に、図３のような流れで充電時制御を行うよう
になっている。なお、所定の充電条件は特に限定されず、例えば、「車両の始動スイッチ
（イグニッションスイッチなど）がオフ状態からオン状態に切り替わること」などであっ
てもよい。
【００３９】
　制御部６２は、図３の制御を開始した後、まず、車載用蓄電部２０を充電するように充
電回路部３４（図２）に充電動作を行わせる（ステップＳ１１）。具体的には、車載用蓄
電部２０に充電電流を供給するように充電回路部３４（図２）に対し充電動作を行わせ、
車載用蓄電部２０の出力電圧が予め定められた所望の充電目標電圧となるように充電を制
御する。制御部６２は、このような充電制御を開始した後、ステップＳ１２において、均
等化制御条件が成立したか否かを判断する。均等化制御条件は、セル２１，２２，２３，
２４の各セル電圧の均等化を行うための条件であり、例えば、電流検出部７０によって検
出される充電電流が所定時間ｔの間、所定の電流値α未満となった場合に成立する。この
場合、電流検出部７０によって検出される充電電流が所定時間ｔの間、所定の電流値α未
満とならない間は、ステップＳ１１の充電動作を継続的に行い、ステップＳ１２の判断を
繰り返し行う。
【００４０】
　制御部６２は、ステップＳ１２において、均等化制御条件が成立したと判断した場合、
即ち、電流検出部７０によって検出される充電電流が所定時間ｔの間、所定の電流値α未
満となった場合（ステップＳ１２でＹｅｓの場合）、セルを特定する変数ｎを１に初期化
する（ステップＳ１３）。ここで、変数ｎは、車載用蓄電部２０を構成するセル２１，２
２，２３，２４のうちのいずれかのセルを特定するものであり、例えば、ｎ番目のセルと
は、ｎが１のときにセル２１を示し、ｎが２のときにセル２２を示し、ｎが３のときにセ
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ル２３を示し、ｎが４のときにセル２４を示す。次に、ｎ番目のセルのセル電圧を検出す
る（ステップＳ１４）。例えば、ｎが１に設定されている場合、セル２１のセル電圧を電
圧検出部４０によって検出する。次に、ステップＳ１４で検出したセル電圧が設定部６４
に設定された第１閾値以上であるか否か判断する（ステップＳ１５）。セル電圧が設定部
６４で設定された第１閾値以上ではないと判断する場合（ステップＳ１５でＮｏ）、ステ
ップＳ１７の処理に進む。なお、図４等で示す例では、図３で示す充電時制御で用いられ
る第１閾値については、例えば、Ｖ１とし、第２閾値については、例えば、Ｖ２とする。
【００４１】
　制御部６２は、ステップＳ１５において、セル電圧が設定部６４で設定された第１閾値
以上であると判断する場合（ステップＳ１５でＹｅｓ）、ｎ番目のセルを個別放電部５１
，５２，５３，５４のうち対応する個別放電部によって放電する（ステップＳ１６）。例
えば、セル２１が設定部６４で設定された第１閾値以上であると判断する場合、セル２１
に接続された個別放電部５１によって放電する。ステップＳ１６の処理の後、ステップＳ
１７に進む。
【００４２】
　制御部６２は、ステップＳ１５においてセル電圧が設定部６４で設定された第１閾値以
上でないと判断する場合、又はステップＳ１６の処理の後、ｎ番目のセルが放電処理中で
あるか否かを判断し、放電処理中であると判断した場合（ステップＳ１７でＹｅｓの場合
）、ステップＳ１８においてｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下であるか否かを判断
する。本構成では、設定部６４において、第１閾値だけでなく、第１閾値よりも小さい値
として第２閾値も更新可能に設定されている。ステップＳ１８では、設定部６４に設定さ
れた第２閾値に基づき、ｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下であるか否かを判断する
。ステップＳ１８において、ｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下であると判断した場
合、ステップＳ１９に進み、ｎ番目のセルの放電を終了する。ステップＳ１８において、
ｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下でないと判断した場合、ｎ番目のセルの放電を終
了せずにステップＳ２０に進む。
【００４３】
　ステップＳ２０では、ステップＳ２０の実行時における変数ｎが、車載用蓄電部２０を
構成するセルの数Ｎよりも小さいか否か判断する。例えば図１に示す均等化制御装置１０
のように車載用蓄電部２０を構成するセルが４つである場合、Ｎは４である。変数ｎが、
セルの数Ｎよりも小さいと判断する場合（ステップＳ２０でＮｏ）、ステップＳ２１にお
いて変数ｎをｎ＋１に変更し、再びステップＳ１４以降の処理を行う。例えば、Ｓ２１の
処理を行う前に、変数ｎが１である場合には、ステップＳ２１でｎの値を２に変更し、２
番目のセルであるセル２２に対してステップＳ１４以降の処理を行う。
【００４４】
　一方、制御部６２が、ステップＳ２０において変数ｎがセルの数Ｎよりも小さくないと
判断した場合、Ｓ２２の処理に進む。例えば、車載用蓄電部２０を構成するセルが４つで
あり、Ｓ２０の処理を行う前に、変数ｎが４である場合には、変数ｎはセルの数Ｎよりも
小さくないと判断する。制御部６２は、ステップＳ２２において、車載用蓄電部２０を構
成する全てのセルの均等化制御が終了したか否か判断する。具体的には、例えば、全ての
セルが放電状態でない状態が所定の基準時間Ｔ２継続した場合に、全てのセルの均等化制
御が終了したと判断し、ステップＳ２３において充電回路部３４による充電動作を終了し
、「図３の制御を終了する。
【００４５】
　図３の制御を行う場合、図４のようなシーケンスで各セルの充電又は放電がなされる。
図４の例では、図３の制御の実行に応じて車載用蓄電部２０の充電が開始した後、各セル
が次第に充電される。そして、車載用蓄電部２０の出力電圧を充電目標電圧に近づける制
御を行いつつ、図３の制御によってセル電圧の均等化制御がなされる。このような均等化
制御において、各セル電圧の測定は、例えば、時間Ｔ１の間隔で行われる。図４のシーケ
ンスでは、車載用蓄電部２０の充電が進んだ後の第１の時間ｔａで１番目のセル２１のセ
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ル電圧が第１閾値Ｖ１を超えているため、検査時点ｔａから１番目のセル２１に対して個
別に放電制御がなされる。この放電制御は、１番目のセル２１のセル電圧が第２閾値Ｖ２
以下になるまで実行される。更に、第２の時間ｔｂで２番目のセル２２のセル電圧が第１
閾値Ｖ１を超えているため、検査時点ｔｂから２番目のセル２２に対して個別に放電制御
がなされる。この放電制御は、２番目のセル２２のセル電圧が第２閾値Ｖ２以下になるま
で実行される。このようにセル電圧の均等化制御がなされる間は車載用蓄電部２０の出力
電圧を充電目標電圧とするように充放電回路部３０及び制御部６２によって充電制御がな
され、全セルが放電状態でない状態が所定の基準時間Ｔ２だけ継続した場合に、図３で示
すセル電圧の均等化制御を終了する。
【００４６】
　次に、均等化制御の別例として、車載用蓄電部２０の放電時の均等化制御について図５
、図６などを参照しつつ説明する。
【００４７】
　制御部６２は、所定の放電条件の成立時に、図５のような流れで放電時制御を行うよう
になっている。なお、所定の放電条件は特に限定されず、例えば、「車両の始動スイッチ
（イグニッションスイッチなど）がオン状態からオフ状態に切り替わること」などであっ
てもよい。
【００４８】
　制御部６２は、図５の制御を開始した後、まず、車載用蓄電部２０を放電するように放
電回路部３６（図２）に放電動作を行わせる（ステップＳ３１）。具体的には、車載用蓄
電部２０から放電電流を流すように放電回路部３６（図２）に対し放電動作を行わせ、車
載用蓄電部２０の出力電圧が予め定められた所望の放電目標電圧となるように放電を制御
する。制御部６２は、このような放電制御を開始した後、ステップ３２において、放電目
標電圧に到達したか否かを判断する。ステップＳ３２において、車載用蓄電部２０の出力
電圧が放電目標電圧以下になったと判断した場合（ステップＳ３２でＹｅｓの場合）、ス
テップＳ３３に進み、そうでない場合には、ステップＳ３１の放電動作を継続するととも
にステップＳ３２の判断を繰り返す。
【００４９】
　制御部６２は、ステップＳ３２において、車載用蓄電部２０の出力電圧が放電目標電圧
以下になったと判断した場合、セルを特定する変数ｎを１に初期化する（ステップＳ３３
）。次に、ｎ番目のセルのセル電圧を検出する（ステップＳ３４）。例えば、ｎが１に設
定されている場合、セル２１のセル電圧を電圧検出部４０によって検出する。次に、ステ
ップＳ３４で検出したセル電圧が設定部６４に設定された第１閾値以上であるか否か判断
する（ステップＳ３５）。セル電圧が設定部６４で設定された第１閾値以上ではないと判
断する場合（ステップＳ３５でＮｏ）、ステップＳ３７の処理に進む。なお、図５、図６
等で示す放電時制御の例では、第１閾値については、例えば、Ｖ３とし、第２閾値につい
ては、例えば、Ｖ４とする。
【００５０】
　制御部６２は、ステップＳ３５において、セル電圧が設定部６４で設定された第１閾値
以上であると判断する場合（ステップＳ３５でＹｅｓ）、ｎ番目のセルを個別放電部５１
，５２，５３，５４のうち対応する個別放電部によって放電する（ステップＳ３６）。例
えば、セル２１が設定部６４で設定された第１閾値以上であると判断する場合、セル２１
に接続された個別放電部５１によって放電する。ステップＳ３６の処理の後、ステップＳ
３７に進む。
【００５１】
　制御部６２は、ステップＳ３５においてセル電圧が設定部６４で設定された第１閾値以
上でないと判断する場合、又はステップＳ３６の処理の後、ｎ番目のセルが放電処理中で
あるか否かを判断し、放電処理中であると判断した場合（ステップＳ３７でＹｅｓの場合
）、ステップＳ３８においてｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下であるか否かを判断
する。ステップＳ３８において、ｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下であると判断し
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た場合、ステップＳ３９に進み、ｎ番目のセルの放電を終了する。ステップＳ３８におい
て、ｎ番目のセルのセル電圧が第２閾値以下でないと判断した場合、ｎ番目のセルの放電
を終了せずにステップＳ４０に進む。
【００５２】
　ステップＳ４０では、ステップＳ４０の実行時における変数ｎが、車載用蓄電部２０を
構成するセルの数Ｎよりも小さいか否か判断する。変数ｎが、セルの数Ｎよりも小さいと
判断する場合（ステップＳ４０でＮｏ）、ステップＳ４１において変数ｎをｎ＋１に変更
し、再びステップＳ３４以降の処理を行う。例えば、Ｓ４１の処理を行う前に、変数ｎが
１である場合には、ステップＳ４１でｎの値を２に変更し、２番目のセルであるセル２２
に対してステップＳ３４以降の処理を行う。
【００５３】
　一方、制御部６２は、ステップＳ４０において、変数ｎが車載用蓄電部２０を構成する
セルの数Ｎよりも小さくないと判断した場合、Ｓ４２の処理に進む。例えば、車載用蓄電
部２０を構成するセルが４つであり、Ｓ４０の処理を行う前に、変数ｎが４である場合に
は、変数ｎがセルの数Ｎよりも小さくないと判断する。制御部６２は、ステップＳ４２に
おいて、車載用蓄電部２０を構成する全てのセルの均等化制御が終了したか否か判断する
。具体的には、例えば、全てのセルが放電状態でない状態が所定の基準時間Ｔ２継続した
場合に、全てのセルの均等化制御が終了したと判断し、図５の制御を終了する。
【００５４】
　図５の制御を行う場合、図６のようなシーケンスで各セルの充電又は放電がなされる。
図６の例では、図５の制御の実行に応じて車載用蓄電部２０の放電が開始した後、各セル
が次第に放電される。そして、車載用蓄電部２０の出力が放電目標電圧に達した後（図６
の例では時間ｔｃの後）、放電回路部３６による放電は停止する。その後、図５の制御に
よってセル電圧の均等化制御がなされる。このような均等化制御において、各セル電圧の
測定は、例えば、時間Ｔ１の間隔で行われる。図６のシーケンスでは、検査時間ｔｄで１
番目のセル２１のセル電圧が第１閾値Ｖ３を超えているため、検査時点ｔｄから１番目の
セル２１に対して個別に放電制御がなされる。この放電制御は、１番目のセル２１のセル
電圧が第２閾値Ｖ４以下になるまで実行される。更に、時間ｔｅで２番目のセル２２のセ
ル電圧が第１閾値を超えているため、検査時点ｔｂから２番目のセル２２に対して個別に
放電制御がなされる。この放電制御は、２番目のセル２２のセル電圧が第２閾値Ｖ４以下
になるまで実行される。このようにセル電圧の均等化制御がなされ、全セルが放電状態で
ない状態が所定の基準時間Ｔ２だけ継続した場合に、図５、図６で示すセル電圧の均等化
制御を終了する。
【００５５】
　次に、本構成の効果を例示する。
　図１等で示す均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０を構成する複数のセル２１，２
２，２３，２４の中に、セル電圧が閾値よりも大きい放電対象セルが存在する場合に、こ
の放電対象セルを選択的に放電させ、セル電圧の均等化を図ることができる。しかも、複
数のセル２１，２２，２３，２４のセル電圧を均等化する際に基準となる閾値は、設定部
６４によって更新可能に設定されるため、事後的に閾値を調整することが可能となる。
【００５６】
　制御部６２は、個別放電部５１，５２，５３，５４に放電対象セルの放電を開始させた
後、放電対象セルの放電中に放電対象セルのセル電圧を閾値よりも小さい第２閾値と比較
し、放電対象セルのセル電圧が第２閾値に達した場合に放電対象セルの放電を停止させる
ように制御を行う。この均等化制御装置１０は、放電対象セルの放電開始後、この放電対
象セルのセル電圧が第２閾値に達した場合に放電動作を確実に停止することができ、放電
対象セルのセル電圧を第２閾値に近い値に高精度に合わせることができる。
【００５７】
　均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０を充電する充電回路部３４と、充電回路部３
４からの出力電流を検出する電流検出部７０とを有する。制御部６２は、車載用蓄電部２
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０の出力電圧が充電目標電圧となるように充電回路部３４の充電動作を制御し、充電動作
の制御中に電流検出部７０によって検出される電流が所定値以下となった後、各々のセル
２１，２２，２３，２４のセル電圧を閾値とを比較し、放電対象セルが検出された場合に
、個別放電部５１，５２，５３，５４に当該放電対象セルの放電を行わせる。この均等化
制御装置１０は、車載用蓄電部２０の出力電圧を充電目標電圧に近づけるように充電する
ことができ、車載用蓄電部２０の出力電圧を充電目標電圧に近づける制御がなされた状況
下で、車載用蓄電部２０を構成する全てのセル２１，２２，２３，２４が閾値以下となる
ように均等化させることができる。
【００５８】
　均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０を放電させる放電回路部３６を備え、制御部
６２は、車載用蓄電部２０の出力電圧が放電目標電圧となるように放電回路部３６を制御
し、車載用蓄電部２０の出力電圧が放電目標電圧に達した後、放電回路部３６の放電動作
を停止させ、停止後に、各々のセル２１，２２，２３，２４のセル電圧を閾値とを比較し
、放電対象セルが検出された場合に、個別放電部５１，５２，５３，５４に当該放電対象
セルの放電を行わせる。この均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０の出力電圧が所望
の放電目標電圧となるように放電回路部３６によって放電することができる。そして、こ
のように車載用蓄電部２０の出力電圧を放電目標電圧に近づけた上で、車載用蓄電部２０
を構成する全てのセル２１，２２，２３，２４が閾値以下となるように均等化させること
ができる。
【００５９】
　均等化制御装置１０は、車載用蓄電部２０の温度を検出する温度検出部８０を備え、設
定部６４は、温度検出部８０によって検出された温度が高くなるほど閾値（第１閾値）を
小さくするように設定する。具体的には、温度が高くなるほど閾値（第１閾値）を小さく
するように温度と閾値（第１閾値）を対応付けたテーブルや演算式などを用いることがで
き、制御部６２は、所定のタイミングで温度検出部８０で検出された温度を把握するとと
もに、上記テーブル又は演算式を参照して検出された温度に対応付けられた閾値（第１閾
値）を特定し、この閾値（第１閾値）となるように設定部６４で設定される閾値（第１閾
値）を更新すればよい。なお、所定のタイミングは、例えば、車両の始動スイッチの切り
替わりのタイミング（オフからオンに切り替わるタイミング、又はオンからオフに切り替
わるタイミング）などであってもよく、これ以外のタイミングであってもよい。
【００６０】
　このように構成された均等化制御装置１０は、均等化する際に基準とする閾値（第１閾
値）を温度に合わせて事後的に適正化することができる。
【００６１】
　また、第１閾値と同様に、第２閾値についても温度に応じた値に設定してもよい。具体
的には、温度検出部８０によって検出された温度が高くなるほど第２閾値を小さくするよ
うに且つ第１閾値よりも第２閾値のほうが小さくなるように温度と第２閾値を対応付けた
テーブルや演算式などを用いることができ、制御部６２は、所定のタイミングにて温度検
出部８０で検出された温度を把握するとともに、上記テーブル又は演算式を参照して検出
された温度に対応付けられた第２閾値を特定し、この第２閾値となるように設定部６４で
設定される第２閾値を更新すればよい。
【００６２】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例１に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６３】
　実施例１では、制御部６２は、個別放電部に放電対象セルの放電を開始させた後、その
放電対象セルのセル電圧が第２閾値に達した場合に放電を終了する例を示したが、この例
に限定されない。制御部６２は、個別放電部に放電対象セルの放電を開始させた後、所定
時間が経過した場合、個別放電部による放電対象セルの放電を停止させる構成であっても
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よい。つまり、第２閾値に基づく放電停止に代えて、放電開始からの時間経過に基づいて
放電を停止させてもよい。この均等化制御装置１０は、セル電圧が閾値よりも大きい放電
対象セルを放電させる場合に、所定時間の放電で低下する程度に合わせることができる。
【００６４】
　実施例１では、車載用蓄電部２０の放電時の均等化制御において、放電回路部３６によ
って車載用蓄電部２０の放電動作（Ｓ３１）を行う構成を例示したが、個別放電部５１～
５４によって車載用蓄電部２０の放電動作を行う構成であってもよい。すなわち、個別放
電部５１～５４によってそれぞれセル２１～２４を放電させる構成であってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１…車載用電源装置
　１０…均等化制御装置
　２０…車載用蓄電部
　２１，２２，２３，２４…セル
　３４…充電回路部
　３６…放電回路部
　４０…電圧検出部
　５１，５２，５３，５４４…個別放電部
　６２…制御部
　６４…設定部
　７０…電流検出部
　８０…温度検出部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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